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笠間市における新型コロナウイルス感染症への
対応について 

◆第2回 笠間市新型コロナウイルス感染症対策本部 
 
日時：令和2年2月28日（金） 午後1時～ 
会場：笠間市役所庁議室 
 

決定内容【担当課】 
・市内小・中・義務教育学校の対応について 【学務課】 
 ⇒3月2日（月）から休校とする 
 
・児童クラブの対応について 【子ども福祉課】 
 ⇒小学校の休校に伴い3月2日から1日の受け入れを行う 
  （一部確認中の施設・条件付きの施設あり） 
 
・市役所職員の休暇体制・子連れ出勤等について 【秘書課】 
     ■時差勤務の推奨 
   ■子連れ出勤の緊急導入（試験） 
   ■非常勤職員の年次休暇取得 
 
・テレワーク試行（3月2日～6日）【総務課】 
 
・ＷＥＢ会議（3月2日～）【総務課】 
 
・その他 
休校中の児童生徒の図書館等の利用は原則禁止 
体育施設開放の中止（2/28～）【スポーツ振興課】 
 
 
 

本日開催した、笠間市新型コロナウイルス感染症対策本部において、現在
の状況下での笠間市の対応について、お知らせします。 

なお、今後の感染状況により対応内容は随時変更となります。 
※詳細は別紙 
 



第 2 回笠間市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（2月 28日） 要旨 

 

議題：全国一斉臨時休校の要請を受けての市の対応について 

 

＜小中学校の対応＞ 

○臨時休校期間：３月２日（月）～３月２４日（火） 

        ※３月２５日～４月５日は春休み 

○適応指導教室：開設 

○中学校卒業式（3月 12日）、小学校（3月 19日）：規模を縮小して実施予定 

（参加者は卒業生・保護者・職員のみ、在校生、来賓の参加はなし） 

○修了式：3月 31日に延期 

○始業式、入学式は予定通り実施（規模は卒業式に準ずる） 

月日 行事名 

3 月 2日 臨時休校開始（3月 24日まで） 

   4日 県立高校入試 （予定通り実施） 

   5日 特色選抜高校入試 （予定通り実施） 

  10日 県立高校追加入試 （予定通り実施） 

 12日 中学校、みなみ学園卒業式 （規模縮小実施予定） 

 13日 県立高校合格発表 （予定通り実施） 

19日 小学校卒業式 （規模縮小実施予定） 

県立高校二次試験 

24日 県立高校二次合格発表 （予定通り実施） 

25日 春休み開始（4月 5日まで） 

31日 修了式（3月 19日からの変更） 

離任式 

4 月 6日 始業式 （規模縮小実施予定） 

  7日 小学校入学式  （規模縮小実施予定） 

  8日 中学校入学式  （規模縮小実施予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜児童クラブの対応＞ 

市内児童クラブ：17施設 

2月 28日 10時現在 

1 日受入 施設数 備考 

可能 12施設  

条件付きで可能 3施設 低学年・ひとり親優先、利用時間の短縮等を検討中 

保留 2施設  

○受け入れ児童：通常利用している児童（夏休み等に行っている臨時増員受入の対応はなし） 

○自宅で保育ができる家庭には、なるべく利用を控えるよう依頼 

 

 

 

＜市職員の勤務・休暇体制＞ 

○勤務体制 

 小学生の子をもつ職員（常勤、非常勤）に以下適用 

①時差勤務対応（午前 7時～午前 11時までの出勤で 7時間 45分勤務すること） 

②子連れ出勤の緊急導入（試験）：1日 5名まで可（友部公民館国体推進室内勤務）子供も同室

で過ごす 

  

○テレワーク試行（3月 2日～6日） 

 ・対象者  情報担当職員 交代で実施 

 ・実施場所 自宅 

 ・利用環境 自宅で保有する PCを活用。 

（本格導入時は，会議用タブレットの活用（部課長），テレワーク専用 PC（一般職員）の準備） 

 ＊制限事項 用意できる環境では，最大 9人程度（本格導入時は通信回線等の準備が必要） 

 

○ＷＥＢ会議（3月 2日～アプリインストール後，利用方法は手順書及び個別説明を実施） 

 ・対象者  部課長，テレワークを実施する職員 

 ・実施場所 自宅等 

 ・利用環境 タブレット（iPad)，個人が所有するスマホ等に専用アプリをインストール 

 ※制限事項 無料の場合は最大 40分に制限，それ以上は有料 

       持出制限のタブレットを常時携帯すること。＊管理責任は利用者 

 

 

○休暇体制 

 小学生の子をもつ職員に適用 

・一般職非常勤職員有給休暇取得については、時間単位での取得を可能とする。 

 



 

＜その他＞ 

○3 月 2日～3月 15日まで閉鎖する施設 

 ＜閉鎖＞ 

・芸術の森公園あそびの杜 

 

○3 月 2日～4月 5日まで閉鎖・利用制限する施設 

 ＜閉鎖＞ 

・児童館、子育て支援センター 

 

＜利用制限＞ 

・ゆかいふれあいセンター（小・中・高校生の利用を制限、大人は利用可） 

 ・図書館（貸出は対応（保護者同伴時のみ、子供だけの利用不可）。学習スペースは利用不可。） 

 ・トモア、あたご（小・中・高校生の利用を制限、大人は利用可） 

 

 

 

状況の変化により、上記事項は適宜変更の可能性あり。 

 

 


